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別冊２：定期予防接種 

        予防接種安全対策管理報告について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料：予防接種における間違いを防ぐために（2024年 10月版） 
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１ 目的 

予防接種は、予防接種法及びその他関係法令に基づき、適切に実施されるべきもので 

あり、予防接種過誤はあってはならないことである。 

しかし、万が一、予防接種過誤が発生した場合は、被接種者への対応を適切に行う 

必要があり、そのためには、関係機関が連携して対応することが大切である。 また、 

ヒヤリハットを含む予防接種過誤の実態の集計、分析・評価や、注意喚起等を実施し、 

事故の再発防止に努めることで、大分県内における予防接種の安全性の向上に資するこ 

とを目的とする。 

 

 

２ 報告基準 

接種医療機関が報告しなければならない予防接種過誤の基準は別表「予防接種安全対 

策管理報告書 報告基準（Ｐ２）」のとおりとする。 

 

 

３ 報告様式 

別表「予防接種安全対策管理報告書記載要領（Ｐ３）」に基づき、別紙様式「予防接種 

安全対策管理報告書（Ｐ４－５）」へ記載する。 

 

 

４ 報告方法 

１）予防接種過誤が発生した接種医療機関は、速やかに別府市医師会及び別府市健康推 

進課へ電話等で状況報告をするとともに、別表様式「予防接種安全対策管理報告書 

（Ｐ４－５）」を別府市医師会へ提出する。 

２）別府市医師会は、接種医療機関から提出された同書を速やかに別府市健康推進課及 

び大分県医師会へ提出する。 
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